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『
弘
仁
格
』
は
、
大
宝
元
年
（
七
○
一
）
か
ら
弘
仁
十
年
（
八
一
九
）
に
至

る
、
百
十
九
年
間
の
主
要
法
令
を
官
司
別
に
編
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
弘
仁
十

一
年
四
月
、
式
と
と
も
に
撰
進
さ
れ
た
の
ち
、
天
長
七
年
（
八
三
○
）
に
は
一

旦
施
行
さ
れ
た
が
、
並
行
し
て
改
訂
が
す
す
め
ら
れ
、
承
和
七
年
（
八
四
○
）

（
１
）

四
月
、
『
改
正
遺
漏
紙
膠
格
式
』
と
し
て
頒
行
を
み
た
。
し
か
し
後
年
『
貞
観
格
』

『
延
喜
格
』
と
併
せ
、
『
類
聚
三
代
格
』
と
し
て
再
編
成
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、

『
弘
仁
格
』
そ
の
も
の
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
ら
し
く
、
今
日

で
は
僅
か
に
そ
の
目
録
と
も
い
、
フ
ベ
き
『
弘
仁
格
抄
』
二
巻
が
伝
わ
る
に
す
ぎ

な
い
。も

っ
と
も
そ
の
内
容
は
、
『
類
聚
三
代
格
』
の
完
本
が
伝
わ
っ
て
お
れ
ば
復
原

可
能
で
あ
る
が
、
現
行
の
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
は
欠
失
部
分
が
あ
っ
て
、

『
弘
仁
格
抄
』
に
標
目
が
記
載
さ
れ
な
が
ら
、
『
類
聚
三
代
格
』
中
に
認
め
ら
れ

な
い
格
１
以
下
、
本
稿
で
は
〃
弘
仁
逸
格
″
と
称
す
る
ｌ
が
数
十
箇
条
存
在
す

る
。
本
稿
は
そ
れ
ら
の
関
連
史
料
を
蒐
集
・
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
、
フ
な
試
み
は
夙
に
近
世
後
期
か
ら
な
さ
れ
、
塙
保
己
一
に
よ
る
『
格
逸
』
・
黒

（
２
）

川
春
村
の
『
格
逸
々
』
が
残
さ
れ
て
い
る
。
但
し
こ
れ
ら
は
『
弘
仁
格
抄
』
や

〔
資
料
〕

『
弘
仁
格
抄
』
と
『
弘
仁
格
』
逸
文
（
笠
井
純
一
）

『
弘
仁
格
抄
』
と
『
弘
仁
格
』
逸
文

（
３
）

『
享
禄
本
類
聚
三
代
格
』
が
紹
介
・
刊
行
さ
れ
る
以
前
の
作
業
で
あ
っ
て
、
研

究
史
上
の
価
値
は
高
い
も
の
の
、
そ
の
ま
ま
で
は
利
用
出
来
な
い
と
い
う
べ
き

（
４
）

で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
瀧
川
政
次
郎
氏
は
九
條
家
所
蔵
の
『
弘
仁
格
抄
』
写
本

を
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
る
と
共
に
、
『
類
聚
三
代
格
』
と
の
比
較
研
究
を
詳
細
に

（
５
）

行
な
わ
れ
、
弘
仁
逸
格
の
関
連
史
料
を
逐
一
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
近
年
で
は
亀

（
６
）

田
隆
之
氏
が
、
弘
仁
逸
格
関
係
史
料
を
一
覧
表
に
整
理
し
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら

（
７
）

に
吉
田
孝
氏
は
『
類
聚
三
代
格
』
欠
失
部
分
の
復
原
研
究
に
あ
た
っ
て
、
弘
仁

（
８
）

逸
格
の
所
在
と
そ
の
区
分
に
言
及
さ
れ
、
飯
田
瑞
穂
氏
は
前
田
家
本
三
代
格
や

（
９
）
（
皿
）

東
北
大
学
狩
野
文
庫
本
三
代
格
を
研
究
さ
れ
る
中
で
、
弘
仁
逸
格
の
関
連
史
料

に
つ
い
て
、
度
々
重
要
な
指
摘
を
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
、
渡
辺
寛
氏
に
は

『
類
聚
三
代
格
』
を
め
ぐ
る
一
連
の
研
究
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
は
『
類
聚
三

（
ｕ
）
（
胆
）

代
格
』
・
『
弘
仁
格
抄
』
収
録
の
格
と
、
『
令
集
解
』
や
『
政
事
要
略
』
所
引
の
格

と
を
対
比
さ
れ
た
、
精
細
な
一
覧
表
も
含
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
〃
弘
仁
逸
格
″

関
連
史
料
な
ど
は
す
で
に
整
理
す
る
必
要
も
な
い
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
上
述

の
研
究
成
果
を
一
括
し
て
示
し
た
も
の
は
、
現
時
点
で
は
未
だ
存
在
せ
ず
、
し

か
も
『
弘
仁
格
抄
』
と
『
類
聚
三
代
格
』
所
収
格
の
対
応
関
係
有
無
の
判
断
す

笠
井

純

一

二

七

▲
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（
過
）

ら
、
論
者
に
よ
っ
て
若
干
の
出
入
り
が
あ
る
の
が
実
状
で
あ
る
。（

Ｍ
）

筆
者
は
、
必
要
あ
っ
て
『
弘
仁
格
抄
』
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
）
を
翻
読
す

る
う
ち
、
諸
先
学
の
指
摘
に
若
干
の
疑
問
が
存
す
る
一
方
、
既
に
指
摘
さ
れ
た

関
連
史
料
以
外
に
も
、
一
二
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
、
そ

れ
ら
を
こ
こ
に
ま
と
め
て
掲
げ
、
か
つ
少
々
の
考
証
を
付
記
す
る
こ
と
と
し
た
。

も
と
よ
り
不
完
全
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
諸
賢
の
御
批
正
を
頂
け
れ
ば
幸
い
で

坐
《
》
ヲ
〈
ぜ
。

〔
註
〕（

１
）
鎌
田
元
一
氏
「
弘
仁
格
式
の
撰
進
と
施
行
に
つ
い
て
」
（
大
阪
歴
史
学
会
編
『
古
代

国
家
の
形
成
と
展
開
』
一
九
七
六
年
）
。

（
２
）
両
書
と
も
、
『
続
々
群
書
類
従
』
第
六
、
法
制
部
所
収
。

（
３
）
川
田
剛
・
栗
田
寛
・
飯
田
武
郷
校
訂
、
一
八
八
五
年
七
月
刻
成
、
前
田
家
蔵
版
、
吉

川
半
七
発
売
。

（
４
）
瀧
川
政
次
郎
氏
「
九
条
家
弘
仁
格
抄
の
研
究
」
（
『
法
学
志
林
』
二
八
巻
五
～
一
二
号
、

一
九
二
六
年
）
。
の
ち
瀧
川
氏
『
律
令
格
式
の
研
究
ｌ
法
制
史
論
叢
第
一
冊
ｌ
』
（
一

九
六
七
年
）
に
収
録
。
以
下
、
瀧
川
氏
の
見
解
は
、
全
て
こ
の
論
文
に
よ
る
。

（
５
）
瀧
川
論
文
に
つ
い
て
は
、
林
紀
昭
氏
「
瀧
川
政
次
郎
著
『
律
令
格
式
の
研
究
』
（
著

書
論
文
紹
介
）
」
（
『
法
制
史
研
究
』
一
九
巻
、
一
九
六
九
年
）
１
以
下
、
林
氏
Ａ
論

文
と
称
す
る
Ｉ
・
同
氏
「
弘
仁
格
抄
刊
本
に
み
え
る
異
同
に
つ
い
て
」
（
『
続
日
本
紀

研
究
』
一
五
○
号
、
一
九
七
○
年
）
１
以
下
、
林
氏
Ｂ
論
文
と
称
す
る
ｌ
参
照
。

（
６
）
亀
田
隆
之
氏
「
『
弘
仁
格
抄
』
と
『
類
聚
三
代
格
』
所
収
格
」
（
『
国
史
大
系
月
報
』

二
九
号
、
一
九
六
五
年
）
。
の
ち
亀
田
氏
『
日
本
古
代
制
度
史
論
』
一
九
八
○
年
、

に
収
録
。
以
下
、
亀
田
氏
の
見
解
は
、
全
て
こ
の
論
文
に
よ
る
。

（
７
）
吉
田
孝
氏
「
類
聚
三
代
格
」
（
『
国
史
大
系
書
目
解
題
』
上
巻
、
一
九
七
三
年
）
、
三

七
三
頁
註
（
皿
）
。
（
但
し
、
弘
仁
格
抄
の
篇
目
番
号
お
よ
び
類
聚
三
代
格
に
お
け
る

巻
別
を
中
心
に
指
摘
）
。
以
下
、
吉
田
氏
の
見
解
は
、
全
て
こ
の
論
文
に
よ
る
。

『
弘
仁
格
抄
』
と
『
弘
仁
格
』
逸
文
（
笠
井
純
二

へ

13
…

（
８
）
飯
田
瑞
穂
氏
「
『
類
聚
三
代
格
』
の
欠
快
巻
に
関
す
る
一
史
料
に
つ
い
て
」
（
『
日
本

歴
史
』
二
七
○
号
、
一
九
七
○
年
）
。

（
９
）
飯
田
瑞
穂
氏
「
『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
四
の
復
原
に
関
す
る
覚
書
」
（
『
中
央
大
学
文

学
部
紀
要
』
史
学
科
二
九
号
、
一
九
八
四
年
）
。

（
刑
）
渡
辺
寛
氏
「
類
聚
三
代
格
の
復
原
に
関
す
る
若
干
の
問
題
点
」
（
『
皇
学
館
大
学
紀

要
』
二
輯
、
一
九
七
二
年
）
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
た
。

（
ｕ
）
渡
辺
寛
氏
「
令
集
解
と
格
」
（
『
皇
学
館
大
学
紀
要
』
一
○
輯
、
一
九
七
一
年
）
。
な

お
、
鬼
頭
清
明
氏
「
令
集
解
所
引
格
と
弘
仁
格
に
つ
い
て
」
（
『
大
和
文
化
研
究
』
一

三
’
三
）
も
、
集
解
所
引
の
格
と
弘
仁
格
抄
の
対
応
関
係
を
一
覧
表
に
ま
と
め
て
お

ら
れ
る
。
但
し
、
格
番
号
三
四
二
以
下
は
、
本
稿
に
お
け
る
そ
れ
と
は
二
番
の
ズ
レ

が
あ
る
他
、
若
干
の
疑
問
も
あ
る
（
表
最
終
行
の
「
延
暦
十
五
年
十
二
月
九
日
格
」

は
、
四
四
七
で
は
な
く
、
○
八
三
で
は
な
か
ろ
、
フ
か
）
。

（
岨
）
渡
辺
寛
氏
「
類
聚
三
代
格
の
成
立
年
代
」
（
『
皇
学
館
論
叢
』
二
’
三
、
一
九
六
九
）
、

三
「
政
事
要
略
」
に
お
け
る
格
の
引
用
。

×印：『類聚三代格』に該当格が見当らないとの指摘。

○印：『類聚三代格』に該当格が存在するとの指摘。

但し、瀧川氏論文の通し番号は、林氏も指摘されるよ

うに（前掲A論文)、340(兵部05)以降は一番宛ずれ

ている。

八

頁 NQ篇目NQ年月日
瀧
川
氏

亀
田
氏

吉
田
氏

笠
井

04048式上32弘仁04.06.13

10126式下20神亀05.07.21

10128式下22宝字04.12.12

28356兵部21大同03.01.25
－

29375兵部40延暦19.12.19(1)

36468雑格01弘仁09.03.23

１
１
１

２
３
４

ｉ
ｉ
ｉ

○
○
○
○
○
×
×
×

○
○
○
○
○
○
○
○
×

○
×
×
×
○
×
×
×
×

×
×
△
×
○
×
×
×
×
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一 一

『
弘
仁
格
抄
』
所
収
の
格
が
『
類
聚
三
代
格
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い

て
、
瀧
川
・
亀
田
・
吉
田
三
氏
、
お
よ
び
筆
者
の
見
解
が
異
な
る
箇
所
を
示
す
と
、

前
表
の
よ
、
フ
に
な
る
。

筆
者
の
所
見
は
（
式
下
蛇
、
天
平
宝
字
四
年
十
二
月
十
二
日
格
に
△
印
を
付
し
た

理
由
を
含
め
）
、
第
Ⅱ
部
「
弘
仁
逸
格
関
連
史
料
」
の
註
記
中
に
示
し
た
。
な
お
、

表
の
雑
格
似
に
つ
い
て
、
瀧
川
氏
は
格
別
の
指
摘
を
行
な
っ
て
お
ら
れ
ず
、
関
連
史

料
も
提
示
さ
れ
な
い
。

（
Ｍ
）
『
弘
仁
格
抄
』
国
史
大
系
本
の
誤
り
に
つ
い
て
は
、
既
に
林
氏
に
よ
る
訂
正
が
あ
る

が
（
前
掲
Ｂ
論
文
）
、
そ
の
他
に
も
誤
植
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
三
五
頁
四
行

目
の
「
中
官
職
」
は
「
中
宮
職
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
二
部
に
分
か
れ
、
第
１
部
は
国
史
大
系
本
『
類
聚
三
代
格
』
に
収

録
さ
れ
て
い
な
い
弘
仁
格
ｌ
〃
弘
仁
逸
格
〃
ｌ
を
、
一
覧
表
に
整
理
し
た
も

の
で
あ
る
。
な
お
一
覧
表
は
、
仙
編
年
・
側
『
弘
仁
格
抄
』
記
載
順
の
二

種
を
掲
げ
た
。
第
Ⅲ
部
は
、
〃
弘
仁
逸
格
〃
の
関
連
史
料
を
蒐
集
し
た
史
料

集
で
、
『
弘
仁
格
抄
』
の
記
載
順
に
掲
げ
た
。

第
１
部
「
弘
仁
逸
格
一
覧
」
①
・
②
は
、
当
該
格
が
記
載
さ
れ
た
国
史
大

系
本
『
弘
仁
格
抄
』
の
頁
数
、
『
弘
仁
格
抄
』
全
体
の
通
し
番
号
、
篇
目
と

そ
の
中
で
の
通
し
番
号
、
元
号
年
月
日
、
標
目
（
事
書
他
）
、
の
順
に
記
し

た
。
な
お
、
篇
目
は
「
式
部
上
」
を
「
式
上
」
な
ど
と
略
記
し
、
ま
た
元

号
年
月
日
は
「
神
護
景
雲
元
年
四
月
廿
四
日
」
を
「
那
墹
三
．
宝
．
匿
」

な
ど
と
表
記
し
た
。

全
体
の
通
し
番
号
と
篇
目
別
番
号
を
併
記
す
る
体
裁
は
、
福
井
俊
彦
氏

「
霊
亀
三
年
五
月
十
一
日
勅
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
八
五
号
、
一

『
弘
仁
格
抄
』
と
『
弘
仁
格
』
逸
文
（
笠
井
純
二

凡

例

一
一 一 一

一 一

九
八
○
年
）
の
方
針
に
従
っ
た
。
但
し
、
『
弘
仁
格
抄
』
（
大
系
本
）
二
七

頁
一
行
目
の
「
大
同
二
年
四
月
廿
二
日
詔
」
は
三
四
○
（
兵
部
鮪
）
と
し
、

三
三
九
’
二
（
兵
部
５
）
と
は
し
な
か
っ
た
。

第
１
部
に
お
い
て
、
月
次
の
次
の
「
＊
」
印
は
閏
月
を
示
し
、
年
月
日
に

下
線
を
施
し
た
も
の
は
、
そ
の
部
分
に
疑
義
が
あ
る
と
、
国
史
大
系
本
が

註
記
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
１
部
に
お
い
て
、
篇
目
番
号
と
年
月
日
の
間
に
◆
印
を
付
し
た
も
の
は
、

第
Ⅱ
部
に
逸
文
は
じ
め
関
連
史
料
を
掲
げ
う
る
も
の
で
あ
る
。
◇
印
は
、

参
考
史
料
の
み
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
参
考
史
料

と
は
、
当
該
弘
仁
逸
格
に
深
い
関
係
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
特

定
の
年
月
に
置
く
こ
と
が
困
難
な
史
料
（
例
え
ば
『
延
喜
式
』
）
や
、
当
該

逸
格
と
は
係
年
月
日
を
著
し
く
異
に
す
る
史
料
等
を
さ
し
、
第
Ⅲ
部
に
お

い
て
は
、
◆
で
一
括
提
示
し
た
中
に
も
含
ま
れ
て
い
る
。

第
Ⅲ
部
「
弘
仁
逸
格
関
連
史
料
」
は
、
逸
格
ご
と
に
◆
ま
た
は
◇
で
示
し
、

全
体
の
通
し
番
号
、
篇
目
及
び
そ
の
中
で
の
通
し
番
号
、
元
号
年
月
日
、

《
標
目
》
、
〔
史
料
名
〕
、
所
在
（
頁
）
、
史
料
本
文
、
の
順
に
掲
載
し
た
。

第
Ⅲ
部
に
お
い
て
、
註
記
が
必
要
な
も
の
に
は
、
◎
印
を
付
し
て
記
し
た
。

第
Ⅱ
部
に
お
い
て
、
〔
史
料
名
〕
の
下
部
に
示
し
た
英
字
Ｉ
・
Ｔ
・
Ｋ
は
、

そ
れ
ぞ
れ
『
格
逸
』
（
含
『
格
逸
々
』
）
・
瀧
川
氏
・
亀
田
氏
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
た
史
料
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の
他
の
諸
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

た
関
連
史
料
は
、
そ
の
旨
を
。
（
註
記
）
中
に
記
し
た
。

そ
の
他
、
適
宜
類
推
さ
れ
た
い
。

九
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1-(1)弘仁逸格一覧〔編年〕

目く元註＞（註記）頁NQ篇目NQ年月日標
『
弘
仁
格
抄
』
と
『
弘
仁
格
』
逸
文

07087式上71◆慶雲03.02.16

10123式下17◆和銅04.05.07

10124式下18◆養老03.12.07

36472雑格05◆養老06.02.23

10126式下20◇神亀05.07.21

12154式下48◆天平02.03.27

28365兵部30◆天平03.11.01

10127式下21◆天平06.03.08

10128式下22◆宝字04.12.12

35455弾正04◆神護03.03.17

36470雑格03◆景雲04.09.04

36471雑格04◆宝亀02.03季19

04040式上24宝亀06.07.22

07079式上63◆宝亀11.01.20

10129式下23延暦09.08.10

12150式下44◆延暦11.11f20

12155式下49延暦12.05.10

13172式下66延暦13.02.14

08093式上77◆延暦13.10.11

13161式下55◇延暦14.03.29

13173式下67延暦14.05.21

07088式上72◆延暦14.10.08

26335民下25◇延暦15.01.26

13162式下56◇延暦15.02.21

29371兵部36（同上）

10130式下24延暦15.03.04

12156式下50延暦15.03.25

07083式上67◆延暦15.12.09

勅

太政官謹奏〈可校合類聚格委細之旨不能註載篇目許註之＞

事業資人

停止位袋事

勅

太政官謹奏〈委細之篇目可校合>・聞

太政官謹奏

勅

勅

勅

令旨

勅

応勘籍舎人拾玖人

伊勢大神宮度会宮禰宜事<取詮＞

応許勘籍王臣職分位分等資人事

応令明経生習音事

応典薬生習合薬事

合応預考内竪試栢陸拾人

応出身得第本位上加本第叙事

応定考人数事

応預考拾陸人

応三位已上子孫及四位五位子年満廿一者叙当蔭階事

応勘入雑色人等事（延暦15.12.20格=041式上25参照）

応賜考人事

応賜考人法事

応定帳内位分職分資人員事

医生出身井諸色得業生不遂業事

勅

（
笠
井
純
二

○
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04041式上25◇延暦15.12.20

12160式下54延暦16.06.11

09105式上89延暦16.07.07

29372兵部37（同上）

10131式下25延暦16.12.10

13163式下57延暦16.12.13

29370兵部35（同上）

12151式下45◆延暦17.02.14

12149式下43◆延暦17.03.16

08099式上83延暦17.05.23

08101式上85延暦17.07.02

07078式上62◇延暦17.10.04

08098式上82延暦18.02.14

08102式上86◆延暦18.04.13

09104式上88延暦18.09.22

29373兵部38（同上）

13170式下64◆延暦18.12.10

07089式上73◆延暦19.04.10

07086式上70◆延暦19.12.19

◇

10125式下19延暦19.12.19

29375兵部40延暦19.12.19

応勘入雑色人等籍事(延暦15.01.26格＝335民下25参照）

天故不上及帳内資人廃疾免仕事

応与考畿内書生八十二人

応与考諸国書生八十二人

定帳内数事

応賜親王考人事

応賜親王考人事

太政官宣く委細之篇目可校合類聚格＞

応以春秋公羊穀梁二伝各為一経教授学生事

外位入内考不可諏把笏事

応坊令考准長上事

定諸神宮司考限事

応預考奉使散位事

畿内郡司居内考事・聞

応預考畿内擬郡司事

応預考畿内五国擬郡司事

応給考陸奥国外散位参仔拾参人

応蔭四位孫事・聞

一諸司六位以下考唱不到事（375兵部40参照）

一大宰陸奥出羽等国蔭子孫叙位事

応補五位以上事業事

『
弘
仁
格
抄
』
と
『
弘
仁
格
』
逸
文

（
笠
井
純
一
）

一弾正台所弾諸司官人事(この条のみ三代格に見ゆ）

一続労考人成選事

一雑色人続労事

一諸司六位以下考唱不到事(086式上70参照）

応預考奉使武散位等事

秀才明経更関叙法井加減明法算生員事・聞

応依年歯充帳内事

応改張内外諸司考文事

応叙位遣唐使係従事

◆

29374兵部39延暦20.12.15

08094式上78◆延暦21.06.08

11132式下26◆延暦21.09.23

29377兵部42延暦24.09.05

08097式上81延暦24.11.27

一
一
一
一
一
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03024式上08◆大同01.06.10

36469雑格02◆大同01.10.07

13165式下59大同02.07.16

28367兵部32大同02.07.16

13166式下60大同02.08.26

28368兵部33大同02.09.02

27347兵部12◆大同02.10.18

28356兵部21◆大同03.01.25

07080式上64◆大同03.09.01

13164式下58大同04.05.25

13167式下61大同04.07.03

13168式下62大同04.09.16

04039式上23大同05.05.04

04042式上26大同05.09.19

27343兵部08◆弘仁02.03.14

27345兵部10◆弘仁02.11.28

27346兵部11◆弘仁04.02.11

28362兵部27◆弘仁04.03.13

27344兵部09◇弘仁04.04.20

04048式上32◆弘仁04.06.13

応諸王及五位已土子孫令入大学寮事

応改七位初位当色事

合応預考雑色五千人

合応預考一千五百人

一応儲置考人一千人一井改定賜考人数事<取詮＞

応儲置考人三百人

応定左右衛士官人已下威儀服色事

詔

同宮（伊勢大神宮度会宮）等大内人三員事く取詮＞

『
弘
仁
格
抄
』
と
『
弘
仁
格
』
逸
文

（
笠
井
純
二

親王考人事

応廻考雑色四千人

合考人一百六人

応勘籍事

応預勘籍木工寮工部壹栢人

応改衛府横刀緒色事

応改左右衛士府為左右衛門府事

応改門部横刀緒色事

応令史生帯劔事

応改兵衛横刀緒色事

加減弾正台官員事・聞

置得業生騨人事

武官五位已上朝服事

応聴内外諸司人着「薄」朝服事

応賜考雑色二百人

賜考雑色人二百人

応置音生四人事

応習漢語事

勅

庁座事〈取詮＞

応着靴諸衛府生以上事<左右馬

12157式下51◆弘仁05.03.12

05052式上36◇弘仁05.05.10

35456弾正05◆弘仁05.07f26

09106式上90弘仁07.09.11

29369兵部34（同上）

12152式下46◆弘仁08.04.17

12153式下47◆弘仁08.04.17

36468雑格01◆弘仁09.03.23

05051式上35◆弘仁09.03.25

27348兵部13◆弘仁09.03.25

一
一
一
一
一
一

<左右馬寮准此＞
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1-(2)弘仁逸格一覧〔記載順〕

頁NQ篇目NQ年月日標 目く元註〉（註記）
『
弘
仁
格
抄
』
と
『
弘
仁
格
』
逸
文

03024式上08◆大同01.06.10

04039式上23大同05.05.04

04040式上24宝亀06.07.22

04041式上25◇延暦15.12.20

04042式上26大同05.09.19

04048式上32◆弘仁04.06.13

05051式上35◆弘仁09.03.25

05052式上36◇弘仁05.05.10

07078式上62◇延暦17.10.04

07079式上63◆宝亀11.01.20

07080式上64◆大同03.09.01

07083式上67◆延暦15.12.09

07086式上70◆延暦19.12.19

◇

07087式上71◆慶雲03.02.16

07088式上72◆延暦14.10.08

07089式上73◆延暦19.04.10

08093式上77◆延暦13.10.11

08094式上78◆延暦21.06.08

08097式上81延暦24.11.27

08098式上82延暦18.02.14

08099式上83延暦17.05.23

08101式上85延暦17.07.02

08102式上86◆延暦18.04.13

09104式上88延暦18.09.22

09105式上89延暦16.07.07

09106式上90弘仁07.09.11

10123式下17◆和銅04.05.07

応諸王及五位已上子孫令入大学寮事

応勘籍事

応勘籍舎人拾玖人

応勘入雑色人等籍事(延暦15.01.26格＝335民下25参照）

応預勘籍木工寮工部壹栢人

加減弾正台官員事・聞

庁座事<取詮＞

武官五位已上朝服事

定諸神宮司考限事

伊勢大神宮度会宮禰宜事く取詮＞

同宮（伊勢大神宮度会宮）等大内人三員事<取詮＞

勅

一諸司六位以下考唱不到事（375兵部40参照）

一大宰陸奥出羽等国蔭子孫叙位事

勅

応三位已上子孫及四位五位子年満廿一者叙当蔭階事

応蔭四位孫事・聞

応出身得第本位上加本第叙事

秀才明経更関叙法井加減明法算生員事・聞

応叙位遣唐使係従事

応預考奉使散位事

外位入内考不可諏把笏事

応坊令考准長上事

畿内郡司居内考事・聞

応預考畿内擬郡司事（373兵部38参照）

応与考畿内書生八十二人（372兵部37参照）

応賜考雑色二百人（369兵部34参照）

太政官謹奏<可校合類聚格委細之旨不能註載篇目許註之＞

（
笠
井
純
二

一
一
一
一
一
一
一










































